
平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
九
年
六
月
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
四
十
五
号

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

目
次第

一
章

法
務
省
関
係
（
第
一
条
�
第
五
十
九
条
）

第
二
章

内
閣
官
房
関
係
（
第
六
十
条
・
第
六
十
一
条
）

第
三
章

内
閣
府
関
係

第
一
節

本
府
関
係
（
第
六
十
二
条
�
第
六
十
五
条
）

第
二
節

国
家
公
安
委
員
会
関
係
（
第
六
十
六
条
�
第
六
十
九
条
）

第
三
節

金
融
庁
関
係
（
第
七
十
条
�
第
九
十
三
条
）

第
四
節

消
費
者
庁
関
係
（
第
九
十
四
条
�
第
百
三
条
の
三
）

第
四
章

復
興
庁
関
係
（
第
百
四
条
・
第
百
五
条
）

第
五
章

総
務
省
関
係
（
第
百
六
条
�
第
百
十
八
条
）

第
六
章

財
務
省
関
係
（
第
百
十
九
条
�
第
百
四
十
二
条
）

第
七
章

文
部
科
学
省
関
係
（
第
百
四
十
三
条
�
第
百
五
十
九
条
）

第
八
章

厚
生
労
働
省
関
係
（
第
百
六
十
条
�
第
二
百
三
十
八
条
）

第
九
章

農
林
水
産
省
関
係
（
第
二
百
三
十
九
条
�
第
二
百
六
十
七
条
の
三
）

第
十
章

経
済
産
業
省
関
係
（
第
二
百
六
十
八
条
�
第
三
百
二
条
）





附
則
第
五
条
第
二
項
の
表
改
正
前
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
四
十
六
条
の
二
、
第
百
四
十
七
条
の
五
第
二
項
並
び
に

第
百
四
十
八
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

改
正
前
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
七

十
条
第
一
項

二
年

こ
れ
ら
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き

る
時
か
ら
二
年

五
年
を
経
過
し
た
と
き

そ
の
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た

日
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
と
き
、

当
該
年
金
た
る
給
付
を
受
け
る
権

利
に
基
づ
き
支
払
期
月
ご
と
に
支

払
う
も
の
と
さ
れ
る
年
金
た
る
給

付
の
支
給
を
受
け
る
権
利
は
、
当

該
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
降
に

到
来
す
る
当
該
年
金
た
る
給
付
の

支
給
に
係
る
支
払
期
月
の
翌
月
の

初
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
と
き

改
正
前
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
七

十
条
第
三
項

民
法
第
百
五
十
三
条
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
時
効
中
断

時
効
の
更
新

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
感
染
被
害
者
を
救
済
す
る
た

め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
二
百
二
十
七
条

特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
感
染
被
害
者

を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
九
条
中
「
三
年
」
を
「
五
年
」
に
改
め
る
。

（
特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
感
染
被
害
者
を
救
済
す
る
た

め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
百
二
十
八
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤

に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
感
染
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
九
条
に
規
定
す
る
請

求
期
限
が
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
既
に
経
過
し
て
い
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
請
求
期
限
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

（
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一

部
改
正
）

第
二
百
二
十
九
条

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
権
利
は
、
」
の
下
に
「
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項

中
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
百
五
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
時
効
中
断
」
を
「
時
効

の
更
新
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
民
法
」
の
下
に
「
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
」
を
加
え
る
。

（
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一

部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
百
三
十
条

施
行
日
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
の

支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
年
金
給
付
遅
延
加
算
金
支
給
法
」

と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
二
項
（
旧
年
金
給
付
遅
延
加
算
金
支
給
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
に
規
定
す
る
時
効
の
中
断
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
事
由
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

（
平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
百
三
十
一
条

平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
権
利
は
、
」
の
下
に
「
こ
れ
ら
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
」
を
加
え
、
同
条
第

二
項
中
「
中
断
」
を
「
完
成
猶
予
及
び
更
新
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九

号
）
第
百
五
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
時
効
中
断
」
を
「
時
効
の
更
新
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
中
「
民
法
」
の
下
に
「
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
」
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
百
三
十
二
条

施
行
日
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給

に
関
す
る
法
律
第
二
十
四
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
時
効
の
中
断
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の

事
由
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
二
百
三
十
三
条

平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法

律
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
権
利
は
、
」
の
下
に
「
こ
れ
ら
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
」
を
加
え
、
同
条
第

二
項
中
「
中
断
」
を
「
完
成
猶
予
及
び
更
新
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九

号
）
第
百
五
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
時
効
中
断
」
を
「
時
効
の
更
新
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
中
「
民
法
」
の
下
に
「
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
」
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
百
三
十
四
条

施
行
日
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等

に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
十
八
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
時
効
の
中
断
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
け

る
そ
の
事
由
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
二
百
三
十
五
条

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法

律
第
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中
「
三
年
」
を
「
五
年
」
に
改
め
る
。

（
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
百
三
十
六
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特

別
措
置
法
第
十
条
に
規
定
す
る
請
求
期
限
が
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
既
に
経
過
し
て
い
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
請
求

期
限
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部

改
正
）

第
二
百
三
十
七
条

公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部

改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
百
三
十
八
条

施
行
日
前
に
年
金
た
る
給
付
及
び
一
時
金
た
る
給
付
を
受
け
る
権
利
又
は
当
該
年
金
た
る
給
付
を

受
け
る
権
利
に
基
づ
き
支
払
期
月
ご
と
に
支
払
う
も
の
と
さ
れ
る
年
金
た
る
給
付
を
受
け
る
権
利
が
生
じ
た
場
合
に

お
け
る
こ
れ
ら
の
権
利
の
消
滅
時
効
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
公
的
年
金
制
度
の
健
全

性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
（
次
項
に
お

い
て
「
平
成
二
十
五
年
改
正
前
厚
生
年
金
保
険
法
」
と
い
う
。
）
第
百
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

２

施
行
日
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金

保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た

平
成
二
十
五
年
改
正
前
厚
生
年
金
保
険
法
第
百
七
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
時
効
の
中
断
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に

お
け
る
そ
の
事
由
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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6
1
 

○  特 定 フ ィ ブ リ ノ ゲ ン 製 剤 及 び 特 定 血 液 凝 固 第Ⅸ 因 子 製 剤 に よ る Ｃ 型 肝 炎 感 染 被 害 者 を 救 済 す る た め の 給 付 金 の 支 給 に 関 す る 特 別 措

置 法 （ 平 成 二 十 年 法 律 第 二 号 ）  
改  正  案  現  行  

（ 追 加 給 付 金 の 請 求 期 限 ）  
第 九 条  追 加 給 付 金 の 支 給 の 請 求 は 、 特 定 Ｃ 型 肝 炎 ウ イ ル ス 感 染

者 の 身 体 的 状 況 が 悪 化 し た た め 新 た に 第 六 条 第 一 号 又 は 第 二 号

に 該 当 す る に 至 っ た こ と を 知 っ た 日 か ら 起 算 し て 五 年 以 内 に 行

わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 追 加 給 付 金 の 請 求 期 限 ）  

第 九 条  追 加 給 付 金 の 支 給 の 請 求 は 、 特 定 Ｃ 型 肝 炎 ウ イ ル ス 感 染

者 の 身 体 的 状 況 が 悪 化 し た た め 新 た に 第 六 条 第 一 号 又 は 第 二 号

に 該 当 す る に 至 っ た こ と を 知 っ た 日 か ら 起 算 し て 三 年 以 内 に 行

わ な け れ ば な ら な い 。  


